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野田市水道事業長期計画（地域水道ビジョン）（素案）に対する 

意見募集の結果について 

 

 

 パブリック・コメント手続によって寄せられた意見と市の考え方は、次のとおり

です。 

 

１ 政策等の題名 

    野田市水道事業長期計画（地域水道ビジョン）（素案） 

 

２ 意見の募集期間 

平成２３年 ９月２７日（火）から平成２３年１０月２７日（木）まで 

 

３ 意見の募集結果 

①提出者数・意見数       ２人   ７件 

②提出方法      直接持参 １人   １件 

            郵送   ０人   ０件 

            ＦＡＸ  １人   ６件 

            Ｅメール ０人   ０件 

③政策等に反映した意見          ２件 

 

４ 意見の概要と市の考え方 

№ 意見の概要 市の考え方 案の修正

２ 水道事業の概要（地域の概要） 

２．２ 地域の概要 

１ Ｐ３  

 特に最大集落である大字木間

ケ瀬のところは、最大集落より地

区とした方がいいのではないか。

 

 

 

「野田市総合計画」の記述に合わ

せ特に最大集落である大字木間

ケ瀬のうち「最大集落である」を

削除します。 

 

修正有り

３ 現状分析・評価（更新需要） 

 ３．１．２ 更新需要 

  ２）検討結果 

 

２ 

Ｐ１４  

 上花輪浄水場を存続し、隣接す

る高台に移設してはどうか。 

 

 

 

 

老朽化している上花輪浄水場

の更新については、「次期総合計

画」の人口フレームや自己水源の

重要性を考慮して、必要性の有無 

、配置等について、検討すること

となっています。 

修正無し 
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№ 意見の概要 市の考え方 案の修正

４ 実現方策（安全で快適な水を供給する水道） 

 ４．２ 目標 

  １）安全で快適な水を供給する水道 

３ Ｐ３４  

 配水管から蛇口までの給水に

ついては、貯留槽を経由すること

なく配水管から建物に直結式給

水をすることが一般的に衛生面

に優れ、管理負担が少なく運転コ

ストが低いことから望ましいと

されているが、直結式給水の推進

化をしては。 

 

 

 

 

 ご意見のとおり、直結式給水を

することで衛生面で安心した水

を供給できることは、認識してお

ります。 

２階建てまでは、全域可能です

が、それ以上の建物について、直

結式給水にするには、現在の給水

の水圧を増やす必要があり、この

ためには、給配水管の布設替え等

が生じ、莫大な工事費等が掛かる

ことから、推進化は困難であり、

素案の修正はいたしません。 

修正無し

 ４．３ 施策 

  １）安全で快適な水を供給する水道 

（１）安全な水の供給 

４ ②小規模貯留槽水道の検査と指導

Ｐ３６  

 保健環境行政と連携を図り、貯

水槽水道の設置者・使用者に対し

て情報の提供・指導・助言を行い

ます。としているが、市民にその

情報提供をしては。 

 

 

 市民への情報提供の必要性は

認識しております。 

ご意見の情報提供につきまし

ては、市報、ホームページ及び行

政資料コーナーで考えておりま

す。 

修正無し

（５）応急給水・復旧体制の強化 

５ ①耐震性貯水槽の整備 

Ｐ４３  

 応急給水・復旧体制の強化とし

て、各地域へ応急給水のための給

水タンク車、搬送用トラック、ポ

リ容器の整備計画は。 

 

 

 

 

 

ご意見の応急給水・復旧体制の

強化については、災害対策マニュ

アルの改訂時に検討して参りま

す。 

修正無し 
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№ 意見の概要 市の考え方 案の修正

６ ②停電への対応の強化 

Ｐ４４  

 停電への対応の強化について、

長期に自家発電機を使用した場

合の燃料の確保についての対応。

 

 

 

 停電への対応の強化として、自

家発電設備の充実を図っていく

中で燃料の確保についても検討

していくことから、素案の修正は

行いません。 

修正無し

７ ⑤災害対策マニュアルの作成 

Ｐ４５  

災害対策マニュアルの作成の

中に放射性物質対策等に対応し

危機管理マニュアルを作成して

は。 

 

 

 

 

 ご意見のとおり、災害対策マニ

ュアルの更なる充実を図る必要

性があることは認識しておりま

す。 

今後、災害対策マニュアルを改

訂していく中で、管路事故時、施

設事故時、風水害、渇水対策、テ

ロ対策の後に放射性物質対策を

追加いたします。 

修正有り

 


